
 

原子力安全、核セキュリティ及び保障措置の調和に向けた 

対応状況について 
 

平成３０年９月５日 

原 子 力 規 制 庁 

１．背景 

２．実施状況報告事項 

（略）

（略）
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 ３．検査上の取扱い（検討状況報告事項） 
（課題）新検査制度の下での現地検査官等の所掌の範囲や役割分担等を整理する。また

問題に気付いた際の情報の流れや管理等を明確化する。 

新検査制度では、安全に係る検査官と核セキュリティに係る検査官とが「原子力検査

官」に統合された。他方で、安全と核セキュリティとでは、検査官が有するべき知識や

知見、経験はそれぞれ別のものが求められるため、昨年開始した資格制度ではそれぞれ

別の研修コースの受講等を求め、実際上、各検査官の担当分野を峻別している。また、

安全に係る検査の中でも専門的知識が必要なものは本庁の専門検査部門が主体となっ

て実施する予定であることや現地検査官が担う業務量等も考慮し、当面は、現状通り現

地検査官は安全に係る検査等を主に実施することとする。 

ただし、現地検査官が安全に係る検査等を実施する中で、核セキュリティに関する実

態も目にすることが想定されるため、現地検査官は、核セキュリティに関し気付き事項

があった場合には、その内容を本庁の核セキュリティ部門に電話等で直接連絡し、連絡

を受けた同部門が必要な対応を行うこととする。また、保障措置に関し気付き事項があ

った場合にも、同様にその内容を本庁の保障措置室に直接連絡することとする。本対応

は、本年１０月に始まる新検査制度の試運用フェーズ１から可能な範囲で実施する。 

核セキュリティに係る検査官や保障措置の査察官が他の措置の問題に気付く機会は

限定的だと考えられるが、必要に応じ、本庁の関係部署間での情報共有等により３Ｓの

調和を図ることとする。 

なお、総合的な評定については、来年４月以降の試運用フェーズ２での試行を予定し

ており、試運用フェーズ１の状況等も踏まえて検討する。 

 

４．審査に関する制度上の明確化（要審議事項） 
（課題）３Ｓの調和に係る要求について、制度上の明確化に係る検討を進める。 

原子炉等規制法は公共の安全のために原子力施設等に関し必要な規制を行うもので

ある。その具体的規制内容として３Ｓに係る措置が規定されているが、相互に関連性を

持って規定されていないため、相互の規定の間に橋渡しをするためには制度上の手当

が必要である。この手当は、原子炉等規制法の目的等を踏まえれば、法の趣旨に合致す

るものと考えられる2。制度上の手当を検討するに際しては、以下のような論点3に関す

                                                
2 安全に係る規制では災害の防止上支障がないことを、核セキュリティに係る規制では特定核燃料物質の防護上十分

であることを確認することとしていることに留意が必要。 
3 ここでは実用発電用原子炉に係る規制を念頭に整理する。 
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る整理が必要である。 

 

①規制基準か、審査手続か  規制基準に３Ｓの調和にかかる要求を組み込むことは、被規制者に適合義務を課す

ものであり、被規制者が許認可申請においてその適合性を示し、規制側が審査でこ

れを確認できない限り、許認可がなされないこととなる。 

 他方、審査手続として定める場合には、個々の申請に対し、規制側が関係部局内で

の情報共有を通じ、３Ｓ相互の悪影響がないかを確認することとなる。 

 なお、安全に係る審査は公開で、核セキュリティに係る審査は非公開で実施してき

ているところ、両者の接点に係る審査については、その公開性に係る議論が必要で

ある。 

 

②設置許可の段階からか、後段規制の段階か 

 規制基準として定める場合、設置許可の段階から組み込む方法と、後段規制の段階

に組み込む方法がある。 

 それぞれに意義や効力は異なり、例えば、最も上流の設置許可段階に組み込むこと

は、基本方針として宣言させる意義はある一方で観念的なものとなる。他方で、後

段規制の段階に組み込むことは、具体的な設備や体制等についての確認となりうる。 

 なお、核セキュリティに関しては、設置許可の段階に係る規定はなく、核物質防護

規定認可に係る手当を行うこととなる。 

 

③個々の設備（ハード面）か、体制整備（ソフト面）か 

 規制基準として定める場合、設置許可基準や技術基準等での個々の設備（ハード面）

に係る手当と、技術的能力や品質基準、保安規定等での体制整備（ソフト面）に係る

手当がありうる。 

 ハード面に係る手当をした場合、個々の設備等に関し悪影響が排除されていること

を被規制者が示し、規制側が審査でその妥当性を確認することとなる。また、設置

許可基準や技術基準で手当した場合はバックフィットの対象となる4。 

 ソフト面に係る手当をした場合、３Ｓの調和のための組織体制、手続や文書管理等

の整備を求め、その妥当性を審査で確認することとなる。この手当は、被規制者に

３Ｓの調和に係る措置を求め、規制側は、被規制者が適切な体制・手順等によりこ

れを実施していることを確認するというものであり、監査的手法を志向する規制の

方向性と整合性があると考えられる。 

 

 ④悪影響排除か、最適化か 

 ３Ｓの調和として３Ｓ相互の悪影響の排除を求めることは、基準適合性の確認に際

し他の措置にも着目し遺漏無きことを念押しするものであり、規制要求する事項と

しては馴染みやすいものと考えられる。 

 他方、最適化までを求めることは、３Ｓを総合的に見てより良い対応を求めるもの

であり、規制側で具体的な基準を設定することは難しいものの、そのための取組を、

３Ｓのそれぞれに係る要求を満たすべく施設を管理する一義的責任を有する被規制

者に対して要求することは、自然なものであると考えられる。 

                                                
4 現行の許認可でそれぞれの基準適合性を既に確認していること等を踏まえ、適切な経過措置を定めることが重要。 
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